
田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金交付要綱

（目的） 

第１条 この要綱は、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第２条第１

項に規定する豚熱及びアフリカ豚熱（以下「豚熱等」という。）が市内で発生し

た際に、田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金（以下「交付金」という。）を

交付することにより、豚熱等により家畜の殺処分等を実施した養豚事業者に対す

る早期の経営再建の支援、他の養豚事業者への豚熱等のまん延防止及び防疫意識

向上を図ることを目的とする。 

 （交付対象事業） 

第２条 交付金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、再

建支援事業（市内で発生した豚熱等によりその家畜を殺処分等された農家がその

経営を再建するための事業）及び防疫強化事業（豚熱等による被害を最小限に抑

えるための事業）とする。 

（交付対象者） 

第３条 交付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の交

付対象事業に応じ、当該各号に掲げる者とする。 

(1) 再建支援事業 豚熱等の発生により家畜の殺処分等を実施した市内の養豚 

事業者で、経営の再建を行おうとするもの 

(2) 防疫強化事業 市内で養豚事業を営む者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者と

しない。 

(1) 市の補助制度等を不正に利用したことがある者 

(2) 市税を滞納している者 

(3) その他市長が不適当と認めた者 

 （交付対象経費等） 

第４条 交付金の交付の対象となる経費及び交付すべき金額は、次の交付対象事業

に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。 

(1) 再建支援事業 殺処分となった農家が養豚業に使用する畜舎等（畜舎用地、 

 畜舎及び償却資産）の固定資産税相当額（殺処分に伴う防疫措置が完了となっ

た期日の属する年度において田原市市税条例（昭和３６年田原町条例１１号）

の規定に基づき算定される金額とし、算定された額に１,０００円未満の端数金

額が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）に２を乗じた額 

(2) 防疫強化事業 防疫強化事業に要する経費に対し、１０万円 

（交付金の申請） 

第５条 交付金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、田

原市豚熱等被害農家再建支援等交付申請書（様式第１号）を市長が別に定める期

日までに提出しなければならない。 



（交付金の交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査

し、交付金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をしたときは、田原市豚

熱等被害農家再建支援等交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に対

し通知するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、交付決定に条件を付すことができる。 

（交付金の請求等） 

第７条 前条第１項の規定による通知を受けた申請者は、当該通知を受けた日から

３０日以内に田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金請求書（様式第３号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、直ちにその内容を審査

し、当該請求書を受けた日から３０日以内に当該申請者に交付金を交付しなけれ

ばならない。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付決定をした後において、申請者が次に掲げる事由に該当する

ときその他特別な事由により交付金の交付が不適当と認めたときは、交付決定の

全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。 

(1) 交付決定後において、豚熱等発生により家畜の殺処分等を実施した養豚事 

業者がその事業を廃止し、又は当該事業所を他に譲渡したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。 

(3) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。 

２ 市長は、前項の規定により、交付決定の取消し又は変更をしたときは、交付金

の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

３ 第１項の規定による交付決定の取消し又は変更の通知は、田原市豚熱等被害農

家再建支援等交付金交付取消し等通知書（様式第４号）によるものとし、前項の

規定による交付金の返還の請求は、田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金返還

請求書（様式第５号）によるものとする。 

 （遅延利息） 

第９条 前条の規定により交付金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき

年１４．６％の割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。 

２ 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めた場合は、遅延利

息の全部又は一部を免除することができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金交付申請書 

                       第       号 

                       年   月   日 

 田原市長            殿 

            （申請者） 

              所在地    

              名 称    

              代表者氏名  

 田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金の交付を申請します。 

記 

１ 交付申請額  金          円 

①再建支援事業 金       円 

②防疫強化事業 金       円 

（添付書類） 

１ 再建支援事業の交付を受けようとする申請者は経営再建計画の分かる書類 

２ 防疫強化事業の交付を受けようとする申請者は交付金交付の当該年度にお  

 ける豚の飼養状況概要の分かる書類 

３ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第６条関係） 

田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金交付決定通知書 

                       第       号  

                       年   月   日 

         様 

                   田原市長        印 

    年  月  日付け第  号で交付申請のあった田原市豚熱等被害農家

再建支援等交付金について、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

記 

１ 交付決定額   金        円 

①再建支援事業 金       円 

②防疫強化事業 金       円 

２ この交付金の対象となる事業及びその内容は   年  月  日付け第  

号による申請書記載のとおりとする。 

３ 交付条件 



様式第３号（第７条関係） 

田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金請求書 

第       号 

年   月   日 

 田原市長        殿 

             （申請者） 

所在地  

               名 称 

               代表者氏名             

年  月  日付け第     号で交付決定のあった田原市豚熱等

被害農家再建支援等交付金を下記のとおり請求します。 

記 

 補給金交付決定（確定）額  金         円 



様式第４号（第８条関係） 

田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金取消し等通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

田原市長           印 

   年  月  日付けで認定通知した豚熱等被害農家再建支援等交付金につ

いては、下記の理由により交付決定を取り消したので、田原市豚熱等被害農家再建

支援等交付金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

記 

対 象 者  

氏 名  

住 所  

事業所  

取消しの理由  



様式第５号（第８条関係） 

田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金返還請求書 

第     号 

年  月  日 

          様 

田原市長           印 

 下記のとおり田原市豚熱等被害農家再建支援等交付金を返還してください。 

記 

交 付 金 返 還 額        年度交付分          円

交 付 金 返 還

内    容

返 還 の 理 由

納 入 期 限 年   月   日


